
嬉野台生涯教育センターのサウンディング調査実施結果 

 

 

１ 参加事業者数 11 者 

 

２ サウンディング調査結果の概要 

  サウンディング調査において、参加事業者からいただいたご意見等の概要は以下のとおり

です。 

指定期間について 

①4年制の高齢者大学を考慮しなければ、5年間が適正だと考える。 

②5年間が適正である。 

③施設の老朽化や時代背景の変遷により、毎年度見直しが必要となるため、５年が適正で

ある。 

④投資を行う場合は、10～15 年間が適正である。 

⑤基本的に５年間が適正だと考えるが、老朽化の進行次第では、短い方が良い場合もある。 

応募条件等の内容について 

①地域密着型の事業であるため、引き継ぎ期間が 2ヶ月程度では短い。せめて、半年は必

要。 

②予算（特に修繕費、事業費）の積算について、非公募の場合、適切に積算されず、人件

費等から捻出しているケースも見受けられる。修繕費の場合、年間の上限額を設定して欲

しい。 

③人員配置に関して、常駐者の人数を募集要項で示して欲しい。 

④募集期間に関しては、2ヶ月程度で問題ない。 

⑤引き継ぎ期間に関しては、施設予約及びリース車等の引き継ぎがあるため、3 ヶ月程度

は必要 

⑥引き継ぎ期間については、３ヶ月程度で問題ないが、行政が間に入り、協定書を結んだ

上できっちりと行っていただきたい。 

⑦昨今の情勢もあり、食堂経営に難が生じている。 

 そのため、保証という意味でも食堂運営が伴う場合は、運営費を指定管理料で積算いた

だきたい。 

⑧仕様書等に機器のメーカーや容量・個数までも詳細に記載していただきたい。 

⑨現指定管理者のモチベーションが心配だが、引き継ぎ期間はできるだけ長い方がよい。 



⑩引き継ぎ期間に関しては、様々な機能があり、規模感も大きいため、半年は必要。同規

模施設では、半年が標準的と考える。 

⑪利用料金の設定や自主事業に対する制限をある程度融通の利くように公募いただきた

い。 

⑫引き継ぎ期間は、可能な限り長い方が良いが、現実３ヶ月程度と認識している。募集期

間は２ヶ月程度で問題ない。 

⑬引き継ぎ期間については、可能な限り長い方が良い。 

⑭募集期間に関して、施設の規模感的に質問回答から 1か月半程度は必要。 

⑮引継ぎについては、宿泊施設もあるため管理運営開始（4/1）の 2、3日前を臨時休館と

し、実施したい。 

指定管理業務の範囲について 

①高齢者大学、文化事業等については、既存の事業形態を参考に新しい取り組みを加えて

いきたいと考えている。 

②文化団体連絡協議会の事務局機能及び高齢者大学に関しては、行政事務であり、また 4

年制講座の継続性の観点等より指定管理業務に含めることは一般論として無理がある。高

齢者大学を提案事業にするならば、可能性がある。 

③文化団体連絡協議会の事務局機能及び高齢者大学に関しては、地域密着型の事業であ

り、また 4年制講座の継続性の観点等より指定管理業務に含めることは一般論として無理

がある。 

④高齢者大学及び文化団体連絡協議会の事務局機能に関しては、現指定管理者である外郭

団体の主要事業であり、指定管理業務に含めることは困難であると考える。 

 また、県と企業の両体制での実施は、現場での関係性上、難しいのではと思われる。 

⑤高齢者大学に関しては、４年制は困難だが、高齢者対象講座であれば、市民大学及び老

人福祉センターでの講座開催等のノウハウを活用し、可能である。 

⑥文化団体連絡協議会については、団体・地域との連携が必要であるため、難しいと考え

る。 

⑦高齢者大学に関しては、学校運営の経験がないため難しいと考えている。提案事業にす

るならば、可能性がある。 

⑧文化団体連絡協議会については、地域密着型事業であり、弊社の企業理念である「まち

づくり・地域づくり」とも合致するため、是非行いたい。 

⑨高齢者大学・文化団体連絡協議会の事務局機能に関しては、類似事業の経験がないため、

指定管理業務の範囲に含めるのは難しい。高齢者大学を提案事業にするならば、可能性が

ある。 

⑩高齢者大学・文化団体連絡協議会の事務局機能に関しては、指定管理業務の範囲に含め

るのは難しい。もし、含める場合は、現指定管理者への再委託などを条件化するというこ



とも考えられる。 

⑪高齢者大学及び文化団体連絡協議会について、指定管理業務に含んでいただいて問題な

い。 

ただし、高齢者大学に関しては、４年制は困難。高齢者対象講座であれば、類似施設で

の講座開催のノウハウが活用できると考えている。 

⑫高齢者大学について、現在の形態のまま実施することは難しい。1 年ごとに実施する提

案事業であれば、可能である。 

文化団体連絡協議会については、類似事業の実績があるため問題ない。 

⑬高齢者大学・文化団体事務局の運営については、現状の事業をそのまま指定管理業務と

して実施するのは難しい。応募企業の強みを最大限に活用できるように検討いただきた

い。 

自主事業・収益事業の展開について 

①施設を有効活用すれば収益を見込めると感じた。特に、キャンプ場を県内だけでなく、

県外の方にも利用してもらうよう働きかけが必要である。 

②事業部分に関しては、パートナー企業に依頼し、共同事業体（JV）での応募を検討して

いる。 

③自主事業を行うにあたって充分な規模感があり、有効活用すれば収益が見込めると感じ

た。 

④キャンプ場に関しては、需要が高まっており、可能性を感じる。 

⑤体育館等のスポーツ施設もあり、地域の活性化に繋がると感じた。 

⑥運営施設で高齢者向けにスマホ講座を実施し、多世代交流にも繋がっている。過去の事

業実施ノウハウを有効活用したいと考えている。 

⑦運営施設では、園芸講座、フレイル予防講座等も行っている。過去の事業実施ノウハウ

を有効活用したいと考えている。 

⑧高齢者のつながりの場としての機能も維持しつつ、新たな利用者層の確保に努めていき

たい。 

⑨ドッグランの導入、動物とのふれあいイベント等を実施し、まず施設を知ってもらうき

っかけづくりを検討している。 

施設の魅力・可能性について 

①親会社内の研修センター・保養所のほか、指定管理施設の実績があり、そのノウハウを

活かせる施設だと思い、魅力を感じた。 

②規模感や施設内容から、投資の可能性・集客率向上の可能性に魅力を感じた。 



③社会教育・生涯学習施設等、類似施設の管理運営実績があり、ノウハウを活かせるため、

施設に魅力を感じた。 

④青少年研修だけでなく、企業研修も行える点に魅力を感じた。青少年宿泊棟に関しては、

定員 480 人と多く、ここまで規模感が大きい施設は珍しい。 

⑤自社の強みを活かせる広大な敷地や多種多様な施設に魅力を感じた。 

その他 

①円滑な業務の引き継ぎを行うため、継続雇用に関しても検討している。 

②文化会館ほどではないが、施設の規模感と業務量の採算が合わないと感じた。指定管理

業務の範囲が現状のままであれば、応募することは難しい。 

③設立から 50 年以上経過し、老朽化が進んでいるため、修繕費を適切に措置して欲しい。 

④利用料金が非常に低廉であるため、適切な指定管理料を見込んで欲しい。 

⑤財政的な規模感・ポテンシャル・老朽年数を考えると嬉野台教育センター以外の３文化

会館への参入は厳しいかと思われる。 

⑥選定にあたっては、評価の点数配分について、現指定管理者が高く評価されることのな

いよう適正に定めて欲しい。 

⑦責任者に資格を求められるケースがあった。加点要素としてはいいが、応募要件にしな

いで欲しい。 

⑧公募時期が集中しているため、分散して欲しい。 

⑨関西エリアには神戸・姫路・伊丹・赤穂・三田等、広範囲に事業所を持っているため、

地の利を活かした施設運営が可能である。 

⑩利用料金が低廉であるため、参入の足かせになっている。 

⑪各所団体等との関係構築に県も関わっていただきたい。 

⑫施設のイメージは県立施設ということもあり固い印象だった。そのイメージを崩し、親

しみやすい施設にしたいと考えている。 

⑬公募の際には、詳細な情報を提供いただきたい。 
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